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今後の中学校給食について 

 

藤沢市の中学校給食は、平成２５年に示された藤沢市中学校給食検討委員会によ

る検討結果報告を受けて同年に教育委員会が策定した「中学校給食実施にあたって

の基本方針」に基づき、平成２６年からランチボックスによる選択制デリバリー方

式により提供してきました。 

この度、本市における中学校給食の喫食率の高まりや国による給食費無償化の動

きを受け、開始から１０年を越えた中学校給食のあり方について、藤沢市中学校給

食検討委員会からの検討結果報告を踏まえ検討してきました。 

合わせて、学校給食センターの整備について、藤沢市市政運営の総合指針２０２

８の重点事業及び第４次藤沢市公共施設再整備プランの短期プランの検討事業に位

置付け検討してきたことから、その結果について報告するものです。 

 

１ 中学校給食検討委員会による検討について 

(1) 会議の開催 

令和７年５月から１０月までの間、全４回開催。 

 (2) 委員の構成 

    学識経験者、保護者代表、小中学校長代表、小中学校教員代表、栄養教諭 

(3) 委員会の検討結果報告書 

資料２のとおり。 

(4) 検討結果報告書の概要 

ア 選択制か全員制かについて 

小学校からの６年間に引き続き、義務教育の９年間継続した食育を実施す

る必要があり、そのため、生徒が食に関する知識を正しく身に着けるため、生

きた教材としての給食が大変重要であることなどから、全員制に移行するこ

とに伴うアレルギー対応・日課見直し・教職員への負担など詳細に検討すべ

き課題はあるものの、全員制が望ましい。 

イ 給食実施方式 

自校方式、親子方式、センター方式、デリバリー方式の４方式がある中で、

デリバリー方式については、全員制で実施するのに必要な食数を確保できな

いことから、除外した。 

自校方式及び親子方式については、中学校及び小学校の敷地に余地がない

学校があり全校での実現が困難な状況にある。 

センター方式については、現行のデリバリー方式との併用により全員制の

実現が可能となる。 

なお、デリバリー方式では食缶形式を取り入れられないことから、食缶形

式よりランチボックス形式の方が、全生徒へ同一の献立の提供が行えるため

統一的な食育が実施しやすいなどの優位性がある。 
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これらのことから、全員が同じ給食を食べることによる食育の推進と学校

現場への過度な負担とならない配慮、またなるべく早い全員給食の実施に向

けた期間や費用面を考慮した方式が望ましく、給食センターを整備し、セン

ター方式とデリバリー方式を併用した、ランチボックス形式による全員制給

食が望ましい。 

 

２ 本市立中学校給食のあり方について 

中学校給食検討委員会の検討結果を踏まえた本市に適した中学校給食のあり方

について、資料３のとおり取りまとめました。 

(1) 今後の中学校給食について 

センター方式とデリバリー方式を併用することで、ランチボックス形式によ

る全員制給食を実施することとしました。 

(2) 学校給食センター整備について 

  全員制給食の実施に向け学校給食センターが必置となることから、第４次藤

沢市公共施設再整備プランの短期プランにおいては実施事業としました。 

ア 事業対象地 

 

地 名 地 番 藤沢市稲荷４１２－１、他 

事 業 面 積 5,266㎡ 

用 途 地 域 等 
準工業地域 

建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

イ 学校給食センターの基本条件 

提 供 能 力 

約 6,000 食／日(アレルギー対応献立を含

む)  

※現在の調理業務委託による提供数と合わ

せると中学校全生徒分の給食提供が可能と

なります。 
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食物アレルギー除去食 
中学校全校分をセンターで作成し、全校に

配送します。 

提 供 方 式 ランチボックス形式 

ウ 事業実施手法 

事業方式は、従来手法、DB方式、DBO方式、PFI方式、民設民営方式を比

較した結果、施設整備費相当額を事業期間にわたり平準化して支払うことが

でき、財政負担の軽減が図られる等 PFI方式が優位であることから、PFI方

式（BTO）を採用します。 

エ 供用開始予定 

令和１２年４月 

オ 概算総事業費（１５年間） 

１３８億円（施設整備費５１億円 その他管理・運営費８７億円） 

カ 選定の方式 

公募型プロポーザル方式 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 令和８年 ４月～５月 実施方針公表資料作成 

６月 市議会６月定例会（【報告】実施方針） 

         ７月 実施方針の公表 

８月 ＰＦＩ法に基づく特定事業選定・公表 

         ９月 市議会９月定例会（【議案】債務負担行為の設定） 

            プロポーザル募集公告 

 令和９年    ２月 事業者選定後、基本協定の締結 

         ４月 仮契約の締結 

         ６月 市議会６月定例会（【議案】事業契約の締結） 

７月から 設計、既存施設解体、新施設建設 

（令和１１年度まで） 

 

以 上 

 

（事務担当：教育部学校給食課） 

 


